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バ
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付
す
る
。



衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
Ｏ
Ｅ
Ｆ－

Ｍ
Ｉ
Ｏ
に
係
る
海
上
自
衛
隊
の
バ
ー
レ
ー
ン
へ
の
要
員
派
遣
等
に
関
す
る
再

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る

国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議

等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
と
い
う
。

）
に
基
づ
く
協
力
支
援
活
動
に
関
す
る
連
絡
調
整
等
を
実
施
す
る
た
め
、
平
成
十
五
年
二
月
か
ら
四
月
ま
で
の
間
（
以
下
「

特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
、
バ
ー
レ
ー
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
連
絡
官
の
当
時
の
階
級
及
び
氏
名
は
、
二
等
海
佐

氏
家
賢

市
朗
（
特
定
期
間
内
に
お
け
る
派
遣
期
間
は
、
平
成
十
五
年
二
月
始
め
か
ら
四
月
末
ま
で
）
、
三
等
海
佐

蓮
本
一
朗
（
特

定
期
間
内
に
お
け
る
派
遣
期
間
は
、
平
成
十
五
年
二
月
始
め
か
ら
同
月
上
旬
ま
で
）
、
三
等
海
佐

秋
元
辰
夫
（
特
定
期
間

内
に
お
け
る
派
遣
期
間
は
、
平
成
十
五
年
二
月
上
旬
か
ら
四
月
末
ま
で
）
、
二
等
海
佐

坂
上
禎
（
特
定
期
間
内
に
お
け
る

派
遣
期
間
は
、
平
成
十
五
年
四
月
下
旬
か
ら
同
月
末
ま
で
）
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
五
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
五
六
号
）
一
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

小
野
寺
外
務
副
大
臣
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
代
表
部
に
お
い
て
行
っ
た
御
指
摘
の
記
者
会
見
で
の
発
言
の
一
言
一
句
に

つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
小
野
寺
外
務
副
大
臣
か
ら
当
該
記
者
会
見
に
お
い
て
、
海
上
自
衛
隊
か
ら
補
給

を
受
け
た
艦
船
が
テ
ロ
対
策
特
措
法
に
規
定
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
の
活
動
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
米
海
軍
第
五
艦

隊
司
令
部
幹
部
等
に
確
認
し
た
旨
、
ま
た
、
司
令
部
内
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
で
は
各
国
の
艦
船
の
位
置
が
把
握
さ
れ

て
い
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
司
令
部
内
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
及
び
諸
外
国
の
軍
隊
等
の
部
隊

の
運
用
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
バ
ー
レ
ー
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い
る

海
上
自
衛
隊
の
連
絡
官
は
、
他
国
の
連
絡
官
等
と
文
書
等
に
よ
り
連
絡
調
整
を
行
い
、
海
上
自
衛
隊
に
よ
る
補
給
対
象
の
艦

船
が
テ
ロ
対
策
特
措
法
に
規
定
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
の
活
動
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

二


